
川崎市介護サービス事業者の指定手続等に関する要綱 

 

平成２４年３月３１日 

２３川健介保第２２５８号 

健 康 福 祉 局 長 専 決 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、川崎市介護保険条例（平成１２年３月２４日条例第２５

号。以下「条例」という）第２０条の規定及び川崎市介護サービス事業者の

指定等に関する規則（平成２４年川崎市規則第３２号。以下「規則」という

。）第１５条の規定に基づき、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援

事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援

事業者（以下「居宅サービス等事業者」という。）、指定地域密着型サービ

ス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者（以下「地域密着型サ

ービス等事業者」という。）の指定の手続等について必要な事項を定めるも

のとする。 

（用語） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。 

（指定の申請の手続等） 

第３条 市長は、居宅サービス等事業者の指定を行うときは、指定申請に係る

申請期間等の手続を定めるものとする。 

（添付書類）  

第４条  法第70条第１項、第70条の２第１項（第115条の11及び第115条の31

において読み替えて準用する場合を含む。）、第71条第１項ただし書（法第

115条の11において読み替えて準用する場合を含む。）及び第72条第１項た



だし書（法第115条の11において読み替えて準用する場合を含む。）、第75

条、第79条第１項、第79条の２第１項、第82条、第86条第１項、第86条の２

第１項、第89条、第91条、第94条第１項、第94条第２項第94条の２第１項、

第95条、第98条第１項第４号、第99条、第107条第１項、第107条第２項、第

108条第１項、第109条、第112条第１項第４号、第113条、第114条の８にお

いて準用する医療法（昭和23年法律第205号）第15条第３項、第115条の２第

１項、第115条の５及び第115条の22第１項及び第115条の25に規定する申請

、届出及び申出（以下「申請等」という。）には、付表その他必要な書類を

添付するものとする。 

（指定の申請の補正） 

第５条 市長は、提出された申請等に不備があるときは、申請者に補正を求め

るものとする。 

（指定） 

第６条 市長は、法第70条第１項、第79条第１項、第86条第１項、第94条第１

項、第107条第１項、第115条の２第１項及び第115条の22第１項の規定によ

り提出された介護サービス事業者指定（許可）申請の内容が指定基準を満た

していることを確認したとき又は指定基準を満たしていると判断したときは

、原則として翌月１日をもって居宅サービス等事業者として指定し、指定通

知書（第１号様式）により当該申請者にその旨を通知するものとする。 

（指定の更新） 

第７条 市長は、法第70条の２第１項（法第115条の11及び第115条の31におい

て読み替えて準用する場合を含む。）、第79条の２第１項、第86条の２第１

項、第94条の２第１項及び第108条第１項の規定により提出された介護サー

ビス事業者指定（許可）更新申請の内容が指定基準を満たしていると判断し

たときは、指定更新通知書（第２号様式）により当該申請者にその旨を通知



するものとする。 

（加算、減算又は割引の届出） 

第８条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年

厚生省告示第１９号）、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する

基準（平成１２年厚生省告示第２０号）、指定施設サービス等に要する費用

の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第２１号）、指定介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生省告示第１

２７号）及び指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成

１８年厚生労働省告示第１２９号）に基づく加算、減算又は介護保険法第４

１条第１項に基づく割引の届出は、介護給付費算定に係る体制等に関する届

出書（第３号様式）により行うものとする。 

（地域密着型サービス等事業者の指定等） 

第９条 市長は、地域密着型サービス等事業者の指定に際し、内定申請を受け

付けするサービス量を、法第８条第１５項から第２０項、第２３項及び法第

８条の２第１３項から第１５項に定めるサービスごと並びに法第１１７条第

２項第１号に規定する日常生活圏域ごとに定めるものとする。 

２ 市長は、前項の指定については、必要な申請条件を付することができる

ものとする。 

（内定） 

第１０条 地域密着型サービス等事業を行う者は、地域密着型サービス等事業

者内定申請受付期間において、地域密着型（介護予防）サービス事業者内定

申請書（第４号様式）を申請するものとする。 

（調査審議） 

第１１条 市長は、前条の規定に基づく当該内定申請について、法第７８条

の２第７項及び第１１５条の１２第５項に規定する措置として、川崎市介



護保険運営協議会地域密着型サービス等部会（以下「サービス等部会」と

いう。）の調査審議に付さなければならない。 

（指定の内定等） 

第１２条 市長は、前条の規定に基づくサービス等部会の調査審議により、申

請者がサービス事業者として選定されたときは、申請者を指定内定者とし、地

域密着型（介護予防）サービス事業者内定通知書（第５号様式）により当該申

請者にその旨を通知するものとする。 

また、選定されなかったときは、地域密着型（介護予防）サービス事業者不内

定通知書（第６様式）により当該申請者にその旨を通知するものとする。 

（指定の内定の取消し） 

第１３条 市長は、指定の内定の通知後、指定内定者が当該内定条件を満たせ

ないと認めたときは、指定内定を取消し、地域密着型（介護予防）サービス

事業者指定内定取消通知書（第７号様式）により当該指定内定者にその旨を

通知するものとする。 

（指定） 

第１４条 第１２条の規定による指定の内定を受けた者は、法第78条の２第１

項及び第115条の12第１項に基づく指定の申請を行うことができる。この時、

第３条から第７条の規定を準用する。この場合において、第４条中「法第70条

第１項、第70条の２第１項（第115条の11及び第115条の31において読み替えて

準用する場合を含む。）、第71条第１項ただし書（法第115条の11において読

み替えて準用する場合を含む。）及び第72条第１項ただし書（法第115条の11

において読み替えて準用する場合を含む。）、第75条、第79条第１項、第79条

の２第１項、第82条、第86条第１項、第86条の２第１項、第89条、第91条、第

94条第１項、第94条第２項第94条の２第１項、第95条、第98条第１項第４号、

第99条、第107条第１項、第107条第２項、第108条第１項、第109条、第112条



第１項第４号、第113条、法第114条の８において準用する医療法（昭和23年法

律第205号）第15条第３項、第115条の２第１項、第115条の５及び第115条の22

第１項及び第115条の25」とあるのは「法第78条の12、第115条の21、第78条の

２第１項、第78条の５、第78条の８、第115条の12第１項及び第115条の15」と

、第６条中「法第70条第１項、第79条第１項、第86条第１項、第94条第１項、

第107条第１項、第115条の２第１項及び第115条の22第１項」とあるのは「法

第78条の12及び第115条の21」と、第７条中「法第70条の２第１項（法第115条

の11及び第115条の31において読み替えて準用する場合を含む。）、第79条の

２第１項、第86条の２第１項、第94条の２第１項及び第108条第１項」とある

のは「法第78条の12及び第115条の21」と、第３条から第７条中「居宅サービ

ス等事業者」とあるのは「地域密着型サービス等事業者」と読み替えるものと

する。 

（加算、減算又は割引の届出） 

第１５条 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

成１８年厚生労働省告示第１２６号）及び指定地域密着型介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２８

号）に基づく加算、減算又は介護保険法第４１条第１項に基づく割引の届出

は、介護給付費算定に係る体制等に関する進達書（第８号様式）により行う

ものとする。 

（手数料の免除） 

第１６条 ユニット型介護老人福祉施設（川崎市指定介護老人福祉施設の人員

、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年１２月１４日条例第７８号

）第４６条ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準を満たす介護老人

福祉施設をいう。以下同じ。）に併設する介護老人福祉施設（ユニット型介

護老人福祉施設を除く。）について、ユニット型介護老人福祉施設と併せて



条例第１９条第１項第７号又は第８号に規定する申請をするときは、同条第

３項第２号の規定により、当該申請に係る手数料を免除する。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康福祉局長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

（指定介護予防支援事業者の指定等に関する要綱及び川崎市指定地域密着型サ

ービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等の手続等

に関する要綱の廃止） 

２ 指定介護予防支援事業者の指定等に関する要綱（平成１８年３月２０日 

１７川健介第１４７５号 健康福祉局長専決）及び川崎市指定地域密着型サ

ービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等の手続等

に関する要綱（平成１８年９月２９日１８川健介保第８４６号健康福祉局長

専決）は、廃止する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、平成３０年６月２２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月１日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

１ 様式   

様式番号 名     称 関係条文 
１ 指定通知書 第６条 
２ 指定更新通知書 第７条 
３ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 第８条 
４ 地域密着型（介護予防）サービス事業者内定申請書 第１０条 
５ 地域密着型（介護予防）サービス事業者内定通知書 第１２条 
６ 地域密着型（介護予防）サービス事業者不内定通知書 第１２条 
７ 地域密着型（介護予防）サービス事業者内定取消通知書 第１３条 
８ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 第１５条 

 


